
たとえば こんなお困りごとはありませんか？

相談無料・秘密厳守・予約不要

行政相談委員（総務大臣の委嘱）が、お困りごとや相談をお聞きします。

天理市では、毎月、市役所で相談できます。

（相談日の予定は、裏面をご覧ください。）

お話の内容により、担当の役所の窓口に連絡したり、総務省の行政相

談センターに連絡します。

どこに相談したらいいかわからないことや、身の回りの身近なお困りご

とも、お話をお聞きして専門窓口などご案内します。

お気軽にご利用ください。

行 政 相 談
役所の手続やサービスで困ったら

窓口・説明書類・手続 生活・福祉 道 路

書類や手続が
わからない

どこに聞けばよ
いかわからない

どうしたらいい
かわからない

国道に危ない
ところがある

ぎょうせいそうだん



これからの行政相談の予定は次のとおりです。

行 政 相 談 の 予 定 ( 天 理 市 )

年 相談日（曜日） 時間 相談会場

令和８年
(2026年)

６月１５日（月） １３時～１６時 市役所 １２２ 市民相談室

７月２１日（火） １３時～１６時 市役所 １３１会議室

８月１７日（月） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

９月１８日（金） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

１０月１９日（月） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

１１月１６日（月） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

１２月２１日（月） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

令和９年
(2027年）

１月１８日（月） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

２月１５日（月） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

３月１５日（月） 13時～16時 市役所 １２２ 市民相談室

＜相談無料・秘密厳守・予約不要＞

【お問い合わせ】 天理市 市民総活躍推進課 電話：074３‐６３‐１００１（代表）

行政相談マスコット
「キクーン」
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